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○匝瑳市障害者自動車運転免許取得費助成金交付要綱 

平成２０年３月２５日 

告示第２１号 

改正 平成２２年６月２１日告示第３６号 

平成２４年７月４日告示第６５号 

令和３年６月３０日告示第７５号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、障害者に対して自動車運転免許（道路交通法（昭和３５年

法律第１０５号）第８４条の規定による公安委員会の運転免許（仮運転免許を

除く。）をいう。以下「運転免許」という。）の取得に要する経費を助成する

ことにより、障害者の自立した生活、社会活動への参加及び就労（以下「就労

等」という。）を促進するため、当該障害者に対し、予算の範囲内で障害者自

動車運転免許取得費助成金（以下「助成金」という。）を交付することに関し

匝瑳市補助金等交付規則（平成１８年匝瑳市規則第６６号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 助成金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。 

（１） 匝瑳市の区域内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている

者であること。 

（２） 道路交通法第９６条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、か

つ、就労等のため運転免許を取得しようとする者であること。 

（３） 次のア又はイのいずれかに該当する者であること。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定

により身体障害者手帳の交付を受けた者であること。 

イ 千葉県療育手帳制度実施要綱（昭和６２年１月６日付け障第３２９号千

葉県社会部長通知）第７条の規定により療育手帳の交付を受けた者である

こと。 

（助成対象経費等） 

第３条 助成金の対象となる経費は、自動車教習所の入所料、教材費、適性検査
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料、教習料、検定料、仮運転免許申請料その他運転免許の取得に直接要した必

要な経費とする。 

２ 助成金の支給は、原則として助成金の交付対象者一人につき１回限りとする。 

３ 助成金の額は、第１項に規定する経費の額を合計した額に３分の２を乗じて

得た額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。

ただし、１０万円を限度とする。 

（交付の申請） 

第４条 規則第３条の規定により、助成金の交付の申請をしようとする者（以下

「交付申請者」という。）は、運転免許の取得前又は取得後６月以内に障害者

自動車運転免許取得費助成金交付申請書（第１号様式）に当該交付申請者の身

体障害者手帳又は療育手帳の写しを添付して市長に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第５条 規則第４条の規定により、市長は、前条の申請書の提出があったときに

は、速やかに申請書の内容を審査し、助成金の交付の可否を決定しなければな

らない。 

２ 規則第６条の規定により、市長は、前項に規定する決定の結果を障害者自動

車運転免許取得費助成金交付決定（却下）通知書（第２号様式）により当該交

付申請者に通知するものとする。 

（変更及び取下） 

第６条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）が、第４条の申請書の内容を変更し、又は当該申請の取下げをする

ときは障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請変更（取下）届出書（第３

号様式）により市長に届け出るものとする。 

（交付の請求） 

第７条 規則第１５条の規定により助成金の交付を請求しようとする補助事業者

は、障害者自動車運転免許取得費助成金請求書（第４号様式）に運転免許証の

写し及び運転免許の取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添付し

て、市長に提出しなければならない。 

（台帳） 
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第８条 市長は、補助事業者に係る障害者自動車運転免許取得費助成金補助事業

者台帳（第５号様式）を整備するものとする。 

（その他） 

第９条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この告示は、公示の日から施行し、平成１９年度分の予算に係る助成金から

適用する。 

（平成１９年度の特例） 

２ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）において、運転免許を取得

後６月を経過した者のうち、平成１９年４月１日から施行日から起算して６月

を経過する日までの間に運転免許を取得したものは、第４条の規定にかかわら

ず、平成１９年度の予算に係る助成金の交付の申請をすることができる。この

場合において、同条の規定中「助成金の交付の申請をしようとする者（以下「交

付申請者」という。）は、運転免許の取得前又は取得後６月以内に」とあるの

は、「平成１９年４月１日からこの告示の施行の日から起算して６月を経過す

る日までの間に運転免許を取得した者のうち助成金の交付の申請をしようとす

るもの（以下「交付申請者」という。）は、」と読み替えるものとする。 

附 則（平成２２年６月２１日告示第３６号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、この告示に

よる改正前の告示の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分

の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成２４年７月４日告示第６５号抄） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２４年７月９日から施行する。 

（匝瑳市障害者自動車運転免許取得費助成金交付要綱の一部改正に伴う経過措
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置） 

１４ この告示の施行の際現に、第１１条の規定による改正前の匝瑳市障害者自

動車運転免許取得費助成金交付要綱（次項において「改正前の匝瑳市障害者自

動車運転免許取得費助成金交付要綱」という。）第２条に規定する助成金の交

付対象者（匝瑳市の外国人登録原票に登録されている者に限る。）又は第４条

の規定により助成金の交付を申請している者（匝瑳市の外国人登録原票に登録

されている者に限る。）で施行日において法附則第４条第１項の規定により住

民票が作成されるものは、施行日において第１１条の規定による改正後の匝瑳

市障害者自動車運転免許取得費助成金交付要綱第２条に規定する助成金の交付

対象者又は第４条の規定により助成金の交付を申請している者とみなす。 

１５ この告示の施行の際現に、改正前の匝瑳市障害者自動車運転免許取得費助

成金交付要綱第１号様式及び第３号様式の規定により調製した用紙は、施行日

以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和３年６月３０日告示第７５号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、この告示に

よる改正前の告示の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分

の間、所要の調整をして使用することができる。 
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第１号様式（第４条関係） 

第２号様式（第５条関係） 

第３号様式（第６条関係） 

第４号様式（第７条関係） 

第５号様式（第８条関係） 

 


